
 

① 柔らかい区画整理を推進する背景を書くべきパートなので、この理由を書くべきです。

スポンジ化を解消する必要性は書かれていますが、柔らかい区画整理の必要性が書か

れていません（従来の区画整理ではなぜダメなのか等）。 

 

 

② 柔軟に土地区画整理を活用するのではなく、柔軟な土地区画整理を活用するのではあ

りませんか。また、下線の内容は抽象的であり、手法の説明になっていないように感じ

ます。分かりやすい概要として、公益財団法人区画整理促進機構のHPにおいて『 都市

のスポンジ化対策として、「空間再編賑わい創出事業」や「敷地整序型土地区画整理事

業」等の柔軟な区画整理手法を組み合わせながら、スポット的でも小規模かつ機動的に

土地区画整理事業を実施し、賑わいの創出を図ることが有効です。』とありましたので

参考にしてみてはいかがでしょうか。 
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③ 柔軟な区画整理とは、②のとおり『「空間再編賑わい創出事業」や「敷地整序型土地区画

整理事業」等の事業を指すものと考えられます。しかし、本論文で記載している内容が

どちらなのか判然としません『（『「敷地整序型土地区画整理事業」かな？）。これは、柔ら

かい土地区画整理事業といったテーマを問題設定したためだと思います。断定はできま

せんが、この出題の仕方ですと答えが曖昧になので、二つの事業の違いを説明する、あ

るいはどちらか一方に絞ってくるといった出題になるのではないでしょうか。 

  特徴とメリットとありますが、何が特徴で、何がメリットなのか不明確です。 

④ 期間なので『「事業期間が多く」→『「事業期間が長く」。さらに、文意は『「平均 2年弱と

事業期間が短く」ですかね。 

⑤ 「事業期間」→「事業効果」ですかね。 

⑥ 分かりづらい表現です。「小規模な事業であるほど、土地の入れ替えや再編により利用

増進が図られるため、保留地処分が最小限となり減歩率も小さくなる。」ですかね。 

⑦ メリットのように見えますが、誰にとってのメリットなのか分かりません『（活用できる

のは誰ですか）。全体に言えることですが、メリットというと行政、地権者など対象者

によって内容は変わるのではないでしょうか。主語を明確にしないと理解できないと思

います。 
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